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北
海
道
外
ア
イ
ヌ
の
民
族
認
定
と
奨
学
金
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

政
府
は
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
の
一
環
で
あ
る
「
北
海
道
外
ア
イ
ヌ
の
生
活
実
態
調
査
」（
二
〇
一
一
年
六
月
。
以
下
「
生
活
実
態

調
査
」
と
い
う
。）
を
踏
ま
え
た
施
策
の
実
施
に
向
け
、
内
閣
官
房
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
会
議
「
政
策
推
進
作
業
部
会
」（
以
下
「
作

業
部
会
」
と
い
う
。）
が
奨
学
金
事
業
の
対
象
者
認
定
と
実
施
機
関
の
方
向
性
を
公
表
し
て
い
る
。 

 

「
ア
イ
ヌ
政
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
報
告
書
」（
二
〇
〇
九
年
七
月
）
か
ら
ほ
ぼ
四
年
が
経
過
し
、
ア
イ
ヌ
民

族
の
積
極
的
差
別
是
正
措
置
は
急
務
で
あ
り
、
施
策
の
対
象
者
を
確
定
す
る
民
族
の
認
定
方
法
と
実
施
・
認
定
機
関
の
明
確
化

が
今
後
の
施
策
展
開
の
根
幹
を
な
す
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
る
。 

か
つ
て
、
同
和
事
業
の
い
わ
ゆ
る
「
窓
口
一
本
化
」
に
よ
っ
て
一
団
体
が
施
策
の
受
給
資
格
の
決
定
権
を
持
つ
事
態
と
な
り
、

数
々
の
不
正
受
給
、
運
動
の
押
し
付
け
等
、
様
々
な
問
題
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
、
合
わ
せ
て
各
種
給
付
が
一
団
体
に
集
中

し
た
た
め
施
策
自
体
が
組
織
的
、
構
造
的
に
団
体
の
利
権
の
温
床
と
な
っ
た
こ
と
が
判
例
で
も
確
定
し
て
い
る
。 

今
後
、
奨
学
金
の
み
な
ら
ず
多
角
的
に
実
施
す
べ
き
積
極
的
差
別
是
正
措
置
に
つ
い
て
は
、
同
和
事
業
の
轍
を
踏
む
こ
と
の

な
い
枠
組
み
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。 

よ
っ
て
以
下
質
問
す
る
。 
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一 
第
十
一
回
作
業
部
会
（
本
年
四
月
十
九
日
）
の
議
事
概
要
（
以
下
「
議
事
概
要
」
と
い
う
。）
に
よ
る
と
、
施
策
の
対
象
者

の
認
定
に
つ
い
て
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
へ
の
理
解
、
民
族
み
ず
か
ら
が
構
成
員
を
決
定
す
る
先
進
国
事
例
、
透
明
性
・
客
観
性
、

ア
イ
ヌ
民
族
政
策
に
関
す
る
事
務
処
理
経
験
の
四
点
を
あ
げ
、
実
施
機
関
を
北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。）

と
し
、
協
会
に
第
三
者
委
員
会
を
設
け
て
最
終
的
審
査
を
行
う
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

１ 

議
事
概
要
で
は
、「
民
族
の
構
成
員
を
民
族
み
ず
か
ら
が
決
定
す
る
こ
と
は
、民
族
政
策
の
先
進
国
で
は
一
般
的
に
な
っ

て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
政
府
は
、
今
回
想
定
し
て
い
る
実
施
機
関
（
協
会
）
及
び
協
会
に
設
置
さ
れ
る
と
い
う

第
三
者
委
員
会
を
、
い
ず
れ
も
「
民
族
の
構
成
員
を
民
族
み
ず
か
ら
が
決
定
す
る
」
機
関
と
み
な
し
て
い
る
の
か
。 

２ 

議
事
概
要
で
は
、
申
請
者
は
戸
籍
等
の
資
料
を
添
え
て
実
施
機
関
へ
申
請
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
は
施
策
の
対

象
者
の
基
準
・
範
囲
を
ど
う
設
定
す
る
の
か
。
政
府
が
認
定
基
準
を
設
定
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
民
族
み
ず
か
ら
が

決
定
す
る
」
認
定
と
は
意
味
合
い
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

３ 

協
会
が
実
施
機
関
と
な
り
、
ま
た
第
三
者
委
員
会
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
特
定
の
一
団
体
に
政
府
の
施
策
の
事
務
を

全
部
委
任
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
事
務
費
用
を
伴
う
施
策
の
「
丸
投
げ
」
に
な
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
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如
何
。
ま
た
、
特
定
の
団
体
の
内
部
に
設
置
さ
れ
る
第
三
者
委
員
会
で
あ
っ
て
も
当
該
団
体
の
意
思
及
び
運
動
方
針
等
の

影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
透
明
性
・
客
観
性
は
担
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。
透
明
性
・
客
観
性
が
あ
る

と
判
断
し
た
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「
先
住
民
族
は
、
そ
の
慣
習
及
び
伝
統

に
従
っ
て
、
自
己
の
帰
属
又
は
構
成
員
を
決
定
す
る
権
利
を
有
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
民

族
に
よ
る
認
定
と
合
わ
せ
て
、
政
府
に
よ
る
認
定
を
行
い
、
教
育
、
医
療
等
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。 

１ 

同
国
に
お
け
る
政
府
に
よ
る
認
定
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
会
議
「
北
海
道
外
ア
イ
ヌ
の
生
活
実
態 

調
査
作
業
部
会
」（
第
七
回
。
二
〇
一
一
年
一
月
二
十
八
日
）
に
お
い
て
、
北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ
・
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー

の
水
谷
博
士
研
究
員
が
「
ト
ラ
イ
ブ
（
部
族
）
の
認
定
の
ほ
か
に
、
内
務
省
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
局
か
ら
血
統
の
割
合
証
明
書

が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
ト
ラ
イ
ブ
の
構
成
員
で
な
く
て
も
、
祖
先
が
先
住
民
で
あ
れ
ば
申
請
で
き
、
血
統
の
割
合
が
何
パ

ー
セ
ン
ト
で
も
発
行
可
能
。
ト
ラ
イ
ブ
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
な
い
人
々
の
救
済
措
置
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
」
と

説
明
し
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
も
、
部
族
員
認
定
が
な
く
と
も
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
法
の
規
定
に
よ
る
登
録
者
が
存
在
す

る
。 
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政
府
は
、
民
族
に
よ
る
認
定
以
外
の
政
府
機
関
に
よ
る
認
定
の
意
義
に
つ
い
て
、
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。 

２ 
政
府
に
よ
る
施
策
の
対
象
者
の
認
定
を
担
う
第
三
者
委
員
会
は
、
特
定
の
団
体
に
で
は
な
く
、
政
府
機
関
の
下
に
直
接

設
置
す
る
の
が
適
切
な
あ
り
方
で
は
な
い
か
。 

３ 

奨
学
金
事
業
の
対
象
者
は
北
海
道
外
の
居
住
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
第
三
者
委
員
会
委
員
の
構
成
に
お
け
る
民
族
代
表

は
北
海
道
に
偏
る
こ
と
な
く
、
北
海
道
外
ア
イ
ヌ
の
比
重
を
高
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

三 

北
海
道
で
は
、
ア
イ
ヌ
生
活
向
上
関
連
施
策
と
し
て
道
内
に
居
住
す
る
ア
イ
ヌ
民
族
子
弟
に
対
す
る
奨
学
金
な
ど
の
事
業

を
行
い
、
国
が
支
援
し
て
い
る
。
こ
の
手
続
は
、
希
望
者
が
協
会
の
各
支
部
に
申
請
書
類
を
提
出
し
、
協
会
が
一
括
し
て
北

海
道
に
奨
学
金
な
ど
を
申
請
す
る
も
の
で
あ
る
。 

１ 

協
会
の
各
支
部
が
一
括
窓
口
に
な
っ
て
い
る
中
で
、
協
会
の
会
員
以
外
で
あ
っ
て
も
申
請
す
る
こ
と
は
規
定
上
可
能
な

の
か
。
ま
た
、
実
際
に
協
会
の
会
員
以
外
が
受
給
申
請
し
、
実
際
に
受
給
し
て
い
る
事
例
は
あ
る
の
か
。 

２ 

協
会
の
会
員
で
は
な
い
ア
イ
ヌ
が
、
受
給
申
請
す
る
た
め
に
一
時
的
に
協
会
の
会
員
と
な
っ
て
い
る
実
態
が
あ
る
が
、

こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
政
府
は
適
切
だ
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。 

３ 

協
会
の
会
員
以
外
の
受
給
希
望
者
が
協
会
の
会
員
に
な
ら
な
く
と
も
受
給
で
き
る
よ
う
、
北
海
道
に
独
自
の
窓
口
を
設
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け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。 

４ 
今
後
、
奨
学
金
制
度
が
北
海
道
外
の
居
住
者
に
広
げ
ら
れ
た
場
合
、
申
請
書
類
の
受
付
窓
口
を
、
例
え
ば
生
活
実
態
調

査
の
回
答
者
が
居
住
す
る
自
治
体
な
ど
、
公
的
機
関
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

四 

生
活
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
世
帯
収
入
に
つ
い
て
は
二
百
万
円
以
上
三
百
万
円
未
満
の
割
合
が
最
も
多
い
が
、
収
入
ゼ
ロ

か
ら
三
百
万
円
未
満
の
割
合
で
見
る
と
四
十
四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
国
民
生
活
基
礎
調
査
で
示
さ
れ
た
全
国

の
状
況
三
十
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
比
べ
て
明
ら
か
な
差
が
あ
る
。
ま
た
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
割
合
は
七
・
六
パ
ー

セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
全
国
の
状
況
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
三
倍
以
上
で
あ
る
。 

１ 

議
事
概
要
で
は
、
想
定
さ
れ
る
奨
学
金
制
度
に
つ
い
て
、「
ア
イ
ヌ
の
子
弟
の
独
自
の
奨
学
金
制
度
で
は
な
く
、
日
本
学

生
支
援
機
構
に
北
海
道
外
の
ア
イ
ヌ
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
し
か
見
え
な
い
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
政
府
は
積
極
的
差
別

是
正
措
置
と
し
て
の
奨
学
金
制
度
を
設
計
す
る
方
針
で
は
な
い
の
か
。 

２ 

日
本
学
生
支
援
機
構
の
奨
学
金
事
業
は
、
七
割
以
上
が
有
利
子
で
あ
り
、
無
利
子
は
三
割
以
下
で
あ
る
。
こ
の
下
で
、

大
学
生
の
奨
学
金
の
最
高
月
額
は
十
二
万
円
、
四
年
間
で
五
百
七
十
六
万
円
に
の
ぼ
り
、
就
職
先
が
決
ま
ら
な
く
て
も
大

学
卒
業
時
に
は
こ
の
高
額
の
借
金
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
。 
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高
校
生
に
対
し
て
は
、
都
道
府
県
の
基
本
的
制
度
は
、
公
立
で
自
宅
一
万
八
千
円
、
宅
外
二
万
三
千
円
、
私
立
で
自
宅

三
万
円
、
宅
外
三
万
五
千
円
と
な
っ
て
お
り
、
三
年
間
で
は
合
計
六
十
四
万
八
千
円
か
ら
百
二
十
六
万
円
の
返
済
額
を
背

負
う
こ
と
に
な
る
。 

 
 
 

生
活
実
態
調
査
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
新
た
な
奨
学
金
制
度
は
都
道
府
県
や
日
本
学
生
支
援
機
構
と
同
様
の
事
業
と
し

て
で
は
な
く
、
積
極
的
差
別
是
正
措
置
と
し
て
の
枠
組
み
の
下
、
給
付
制
を
基
本
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 
 
 

ま
た
、
幅
広
い
返
還
免
除
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
仮
に
貸
与
制
を
採
用
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
判
断

す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

五 

全
国
の
ア
イ
ヌ
人
口
の
調
査
は
、
奨
学
金
の
み
な
ら
ず
、
今
後
必
要
な
施
策
展
開
の
対
象
者
数
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。 

 
 

作
業
部
会
（
本
年
二
月
二
十
二
日
）
に
お
い
て
も
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
政
府
の
認
識
、

今
後
の
論
点
、
議
論
の
結
果
を
得
る
時
期
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


